
01 費用負担０円
原則、事業者の方に費用は発生しません。

返礼品の送料、決済手数料等は市が負担します。

02 販路拡大
ふるさと納税ポータルサイトで申し込まれた

品物は、全国に提供しています。

03 全国にＰＲ
ふるさと納税ポータルサイトを通じて全国へ品

物やサービスをＰＲすることができます。
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※振込手数料は事業者様負担となります。

※

濃茶ぷりん 守口漬・奈良漬アウトドア鉄板 ゴルフパター

©さとふる



　　　【地場産品基準】（平成31年総務省告示第179号5条）

　　　・清須市内で生産されたもの（1号）

　　　・返礼品の原材料のうち主要な部分が清須市内で生産されたもの（2号）

　　　・返礼品の製造、加工等の工程のうち、主要な部分を清須市内で行っているもの（3号）

　　　・清須市内で提供されるサービス（7号）　 等

下記すべてに該当する商品またはサービスが対象となります。

　　　　　　　　　　寄附者に到着から最低５日程度の消費期限が保証されるものであること

　MAIL：furusato-kiyosu@city.kiyosu.lg.jp

清須市 企画部 企画政策課 市民協働係

※返礼品をポータルサイトに掲載するためには国・県への申請が必要です。申請から承認まで約1～2か月
お時間をいただきますのでご了承ください。申請の受付は年に4回あります。

清須市では、ふるさと納税の返礼品管理業務を「さとふる」に委託しております。

　〒452-8569 愛知県清須市須ケ口1238番地（南館１階）

　TEL：052-400-2911（内線:1951）FAX：052-400-2963

　　　　　　□　　国が定める「地場産品基準」のいずれかに該当するものであること

　　　　　  □　　返礼品の品質維持に関して、必要な配慮がなされていること

　　　　　　□ 　（飲食物の場合のみ）原則として消費期限に余裕がある商品を発送するものとし、

自社の製品が該当するかわからない場合やご不明な点等がありましたら

下記の問い合わせ先までご相談ください。

市に提出する申込書は

こちらから

ふるさと納税のトップ

ページはこちらから

寄附金 委託料

⑥支払い

③発注

協賛事業者様

配送業者

寄附者

お金の動き

①寄附金 ②データ連携

③集荷指示

返礼品の動き
④集荷

各種ポータルサイト

⑤配送

梱包
・返礼品

・集荷予定日

・数量

伝票（配送業者持参）を貼付

月末締め、翌月末払い（集荷日）

※振込手数料は協賛事業者様負担

※出荷可能日・出荷可能数の指定可

※伝票は配送業者が作成・持参するため、

個人情報の取り扱いは不要

・さとふる ・楽天ふるさと納税

・ふるなび ・ふるさとチョイス

・セゾンのふるさと納税

・auPAYふるさと納税

・KABU&ふるさと納税

・ANAのふるさと納税

・JALふるさと納税

※令和７年１月末現在


